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　加東市アドプトプログラムとは、加東市が管理している道路・公園・河川などの清掃・美化活動
をしていただいている地域や事業者のみなさんに、活動に必要な清掃用具等を加東市から提供
するものです。

対象団体　次の①・②を両方満たす団体
　①加東市内に在住・在勤・在学の方が5人以上
　　で構成している団体
　　（自治会・事業者・サークルなど）
　②加東市が管理する道路・公園・河川などで、
　　年3回以上の清掃・美化活動に、2年以上
　　継続して取り組んでいただける団体
対象となる活動
　加東市が管理する道路・公園・河川などの除
　草・植栽・花壇の手入れなど
　※自治会活動で従来から実施いただいている
　　清掃等の活動も対象です。
提供内容
　〇資材の提供（草刈り機の刃や燃料、清掃用
　　具、花の苗・肥料など）
　〇傷害保険への加入
申込方法
　参加申込書と活動員名簿に必要事項を記入の
うえ、土木課まで提出してください。申込書は
土木課にあるほか、市ホームページからもダウ
ンロードできます。

申し込み・問い合わせ
　まち・農整備部土木課（庁舎3階）☎43-0504
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清掃・美化活動の支援
●資材の提供
●傷害保険への加入　など
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